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村
議
会
定
例
会
が
11
月
30
日
に
開
か
れ
、
条
例
改
正
等
10
議
案
が

審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
の
議
案
も
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

補
正
予
算�

条
例
改
正
等

一
般
質
問

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

そ
れ
ぞ
れ
５
４
５
万
９
０
０
０
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

20
億
８
２
８
７
万
６
０
０
０
円
と
す

る
も
の
で
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
３
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

１
５
４
７
万
９
０
０
０
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
５
億
４
３

３
６
万
７
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で

す
。

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

90
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
４
億
８
４
９
４
万
２
０
０

０
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

１
４
３
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
１
億
１
０
４
３
万
円

と
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
課
設
置
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
新
た
に
企
画
財
政
課
を
設

置
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
職
員
定
数
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
東
秩
父
村
職
員
定
数
条
例

を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

◆
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て

（
内
容
）
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
こ
ど
も
医
療
費
支
給
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
埼
玉
県
乳
幼
児
医
療
費
支

給
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医

療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
埼
玉
県
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
支
給
事
業
実
施
要
綱
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

◆
村
長
等
の
給
料
の
額
の
特
例
に
関

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
平
成
27
年
４
月
１
日
付
、

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
条
例
を
整

理
す
る
も
の
で
す
。

百
瀬　

浩
子　

議
員

質
問　

副
村
長
の
も
つ
機
能
役
割
の

認
識
に
つ
い
て

（
内
容
）
東
秩
父
村
条
例
に
よ
る
定

数
１
人
、
任
期
４
年
と
定
め
ら
れ
た

副
村
長
の
も
つ
機
能
役
割
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
る
か

①
村
長
の
補
佐
と
し
て

答
弁　

副
村
長
は
、
村
長
の
最
高
の

補
助
機
関
で
あ
り
、
多
様
化
す
る
行

政
需
要
に
対
し
て
広
範
囲
か
つ
複
雑

な
事
務
処
理
を
求
め
ら
れ
て
お
り
、

村
長
を
補
佐
す
る
重
要
な
職
務
権
限

を
有
す
る
特
別
職
の
地
方
公
務
員
で

す
。
村
長
と
副
村
長
と
の
間
に
強
い

信
頼
関
係
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

②
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
す

る
も
の
と
し
て

答
弁　

副
村
長
は
村
長
の
指
揮
・
監

督
の
下
で
、
自
己
以
外
の
補
助
職
員

が
担
任
し
て
い
る
事
務
を
監
督
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
治
法
に
記
さ

れ
た
監
督
の
役
割
は
２
つ
の
解
釈
が

あ
り
、
一
つ
に
は
身
分
上
の
監
督
権

を
一
応
有
し
な
い
も
の
と
さ
れ
る
解

釈
・
説
も
あ
り
ま
す
。
も
う
一
方
で

は
、
職
員
の
身
分
上
の
監
督
権
も
含

む
も
の
と
考
え
ま
す
。
副
村
長
の
職

務
に
は
、
事
務
の
監
督
に
限
ら
ず
職

員
の
管
理
監
督
も
含
ま
れ
る
も
の
と

解
釈
を
し
て
お
り
ま
す
。

質
問　

組
織
再
編
に
つ
い
て

①
組
織
機
構
再
編
に
向
け
て
の
背
景

に
つ
い
て�

答
弁　

今
現
在
の
東
秩
父
村
に
お
い

て
は
、
総
合
戦
略
に
関
連
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
事
業
、
業
務
が
時
代
に
応
じ

て
増
加
傾
向
に
あ
り
、
時
代
の
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
た
組
織
体
制
を
整
え
る

た
め
に
、
役
場
内
の
組
織
編
成
が
必

要
で
す
。
東
秩
父
村
の
組
織
機
構
再

編
計
画
の
主
な
視
点
は
、
「
１　

住

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図
ら
れ
る
組

織
」、「
２　

新
た
な
行
政
課
題
に
対

応
で
き
る
組
織
」
、
「
３　

事
務
の

効
率
化
が
図
ら
れ
る
組
織
」
の
３
点

を
基
盤
と
し
ま
す
。

②
再
編
に
よ
る
改
善
効
果
を
最
も
期

待
で
き
る
事
務
や
事
業
の
運
営
に
は

ど
う
い
っ
た
も
の
が
あ
る
か

答
弁　

①
で
答
弁
し
た
課
題
が
見
え

て
き
た
た
め
、
現
在
の
所
属
別
・
事

務
課
題
別
に
調
査
を
行
い
、
出
て
き

た
課
題
の
中
で
、
最
も
早
急
に
対
応

す
べ
き
と
さ
れ
た
の
が
、
「
一
定
の

所
属
に
事
務
が
集
中
」
と
「
村
の
現

状
や
将
来
に
向
け
て
、
立
案
す
る
専

門
部
署
が
無
い
」
で
あ
り
、
改
善
に

向
け
て
、
検
討
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
一
定
の
所
属
に
事
務
が
集

中
し
て
い
る
と
さ
れ
た
の
が
、
総
務

課
と
産
業
建
設
課
で
あ
り
、
改
善
策

を
検
討
し
ま
し
た
。
検
討
に
お
い
て
、

総
務
課
は
、
事
務
の
集
中
と
共
に
２

の
村
の
現
状
や
将
来
に
向
け
て
、
立

案
す
る
専
門
部
署
が
無
い
と
言
う
課

題
と
も
結
び
つ
き
、
課
題
の
解
消
の

た
め
、
総
務
課
と
企
画
財
政
課
に
再

編
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
現
在

村
の
抱
え
る
課
題
を
解
決
す
る
事
業

と
し
て
東
秩
父
村
ま
ち
・
ひ
と
・
し

ご
と
創
生
総
合
戦
略
が
あ
り
、
こ
の

事
業
の
停
滞
は
、
村
の
将
来
を
左
右

す
る
た
め
、
企
画
財
政
課
の
新
設
に

よ
り
、
事
業
を
円
滑
に
推
進
し
、
事

業
を
確
実
に
実
施
で
き
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

③
地
方
自
治
法
の
「
第
１
地
方
公
共

団
体
の
内
部
組
織
に
関
す
る
事
項
」

を
ふ
ま
え
た
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド

・
ビ
ル
ド
（
効
率
の
悪
い
状
況
・
組

織
な
ど
を
整
理
し
新
た
な
部
門
を
設

け
る
こ
と
）
の
構
想
の
有
無
に
つ
い

て答
弁　

地
方
公
共
団
体
の
内
部
組
織

の
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
新
た
な
行


